
特  記  仕  様  書 

 

（適用範囲） 

第１条 

 本特記仕様書は、笛吹市が発注する笛吹市南部学校給食センター用地測量調

査業務委託（以下「本業務」という。）に適用する。なお、本特記仕様書に明示

なき一般事項は共通仕様書（山梨県県土整備部設計業務等共通仕様書）によるも

のとする。 

 

（履行期間） 

第２条 

 履行期限は請負契約書に記載されている期日を遵守するものとする。 

 

（業務の着手） 

第３条 

 受託者は、契約締結後１５日以内に着手しなければならない。 

 

（安全等の確保） 

第４条 

 受託者は関係機関と緊密な連絡を取り、本業務実施中の安全確保に努めるも

のとする。 

 

（土地の立ち入り等） 

第５条 

 調査のために官地以外の土地へ立ち入る時は、事前に監督員に連絡するとと

もに所有者の承諾を得ること。また、必要な植物伐採、棚等の除去もしくは、工

作物の一時使用により生じる損失については、受託者の負担とする。 

 

（作業遂行に必要な図書の貸与等） 

第６条 

受託者は、本業務遂行のため必要な図書については、発注者より貸与を受ける

ものとする。 

 

（業務内容） 

第７条 

本業務は、笛吹市新学校給食センター建設用地において必要な測量及び設計を

行うものである。 

〇測量業務 

  基準点測量・・・一式 

現地測量・・・一式 



用地測量・・・一式 

〇設計業務 

  造成計画図作成・・・一式 

  

（成果品の提出） 

第８条 

１．報告書 ２部 

２．電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １部 

① 図面（ＳＦＣ・ＰＤＦ） 

② 測量成果 等 を、保存したもの。 

 

（成果品に対する責任の範囲） 

第９条 

 受注者は本業務の完了後といえども、受注者の失策または不備が発見された

場合は速やかに図書の訂正をしなければならない。これに要する経費は受注者

の負担とする。 

 

（その他） 

第１０条 

この特記仕様書によりがたい場合は、その都度監督員と協議するものとする。 

 

（暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除） 
第１１条 
１． 請負者は、工事の施工に当たり、暴力団等からの不当要求及び工事妨害

を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察
署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

２． この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やか
に発注者と協議すること。 

３． 請負者が１．の報告等を怠った場合は、「笛吹市建設工事請負契約に係る
入札参加資格停止等措置要領」の期手に基づき、入札参加資格停止措置を
行うこととする。 

 


